
 

事 務 連 絡  

      令和５年７月５日   

各都道府県教育委員会指導事務主管課 

各指定都市教育委員会指導事務主管課 

各都道府県私立学校事務主管課     御中 

附属学校を置く各国立大学法人附属学校事務担当課 

構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を受けた  

各地方公共団体の学校設置会社事務主管課  

 

 

文部科学省初等中等教育局教育課程課 

 

 

「教員向け法教育セミナー」開催の周知について 

 

 

日頃より、法教育に関する施策につきまして、ご理解・ご協力いただき誠に有り難うご

ざいます。 

法教育については、成年年齢及び裁判員対象年齢の引下げや今般の学習指導要領の実施

に伴い、近年その必要性がますます高まっています。このため、法務省において、学校現

場における法教育がより充実したものとなるよう、学校現場と法律実務家との連携に焦点

を当てた「教員向け法教育セミナー」を、本年８月１８日（金）に開催しますのでご案内

いたします。（なお、本セミナーは令和元年度より実施されてきましたが、より多くの教

員の方々にご参加いただけますよう、今年度よりご案内することといたしました。） 

本セミナーでは、刑事裁判手続を模擬的に体験できる法教育教材（詳細は別紙参照）を

使用した学校教員による法教育授業の実践報告や、法曹実務家を交えた意見交換会などを

実施する予定です。 

つきましては、都道府県教育委員会指導事務主管課におかれては、所管の学校及び各学

校を設置する域内の市町村教育委員会に対し、指定都市教育委員会指導事務主管課におか

れては、所管の学校に対し、都道府県私立学校主管課及び構造改革特別区域法第１２条第

１項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社事務主管課におかれては、所轄の学校及

び学校法人等に対し、附属学校を置く国公立大学法人附属学校事務担当課におかれては、

管下の附属学校に対し、本セミナーについて、周知くださいますようお願いします。その

際、働き方改革の観点から、周知の方法については、例えば、他の案件とまとめて周知す

る、教育委員会主催の教員研修の場で配付する等、必要に応じてご判断いただきますよう

お願い申し上げます。 

なお、本セミナーに係るご質問については、別紙記載の法務省の担当へお問い合わせ下

さいますようお願いします。 

 

 
【本件担当】 

文部科学省初等中等教育局教育課程課 

企画調査係 

〒100-8959 東京都千代田区霞が関 3-2-2 

TEL：03-5253-4111（内線 2565） 

FAX：03-6734-3734 
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